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質疑への回答書  

 

各 位 

庄 原 市 長 

(総務部管財課) 

 

令和７年10月27日に公告を行った「リサイクルプラザ で使用する電力の供給」の入札案件につい

て、当市に寄せられた質疑に対し、以下のとおり回答します。 

 

最終更新日：令和７年1２月２日  

記  
 

質 疑 事 項 回      答 

 

質疑１ (質疑受領日：令和７年 10 月 31 日 ) 

燃料費等調整額について、契約書案では「本市

を管轄するみなし小売電気事業者が電気契約

要綱及び標準料金表により定める燃料費調整

額離島ユニバーサルサービス調整額及び市場

価格調整額で構成される燃料費等調整額に準

じて電力量料金を変動させることができるものと

する。」と記載がありますが、燃料費等調整額に

準ずる電力量料金の変動をしない（燃料費等調

整額の請求を行わない）契約方法でも問題ない

でしょうか。 

 

質疑２ (質疑受領日：令和７年 11 月 7 日 ) 

〇入札に参加できる条件について 

「過去５年以内において、高圧受電による１年

間以上の電力供給の実績を有する者」とありま

すが、1 年以上の電力供給の実績の期間の内

に取次供給期間も実績に含まれるでしょうか。 

 

質疑３ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

自家発補給電力のご契約はございますでしょう

か。 

 

質疑４ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

※燃料費等調整について 

・落札後の契約時において燃料調整を行わな

いプランでご契約することは可能でしょうか。 

・あるいは現行（公告時点）の燃料費等調整の

算定諸元をご契約満了まで適用させていただく

ことは可能でしょうか。 

 

 

 

 

回答１ (回答掲載日：令和７年 11 月５日) 

燃料費等調整額に準ずる電力量料金の変動をし

ない契約方法でも問題はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答２ (回答掲載日：令和７年 11 月７日) 

取次供給であっても、直接自社にて需要家と電力

供給契約を締結するなどして、自ら高圧受電によ

る電力供給を１年以上行った場合は、本入札への

参加条件に定める実績に含むものとします。 

 

 

回答３ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

本件においては、自家発補給電力の契約はあり

ません。 

 

回答４ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

･燃料費等調整額による調整を行わないプランで

の契約も可能です。(回答１の通りです。) 

･電力供給契約書(案)の第 10 条第３項に記載の

通り、「みなし小売電気事業者が電気契約要綱

及び標準料金表により定める燃料費調整額、離

島ユニバーサルサービス調整額及び市場価格

調整額で構成される燃料費等調整額に準じて電

力量料金を変動させることができるもの」としてお

り、これ以外の基準にて燃料費等調整額によっ
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質 疑 事 項 回      答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑５ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

旧一電が公表する翌年 4 月から適用となる燃

調諸元が大幅に変更になる場合は、弊社シス

テム対応の関係で現行の諸元を継続するなど

協議させていただくことがあることをあらかじめ

ご了承ください。 

 

質疑６ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

入札書と入札内訳書は割印をする必要はござ

いませんか。また、ホチキス止め・袋とじ・書類を

重ねた状態でずらして押印など、ご指示はござ

いますでしょうか。 

 

 

 

質疑７ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

銀行振込により振込手数料が発生した場合、 

民法第 484 条、第 485 条の「持参債務の原則」

に基づき該当手数料は振込者のご負担となり

ます。予めご了承願います。 

 

質疑８ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

SW 切替の際必要となりますので、現在の供給

者を教えていただけますでしょうか。 

 

質疑９ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

契約内容に関する協議にはご対応いただけま

すでしょうか。 

 

 

 

質疑１０ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

第 6 条（権利義務の譲渡等） 

下記文言の追記をお願いできますでしょうか。 

て電力量料金を変動させることができないものと

し、みなし小売電気事業者が現行 (公告時点)の

燃料費等調整の算定諸元を契約中途で変更し

た場合、現行のみなし小売電気事業者による算

定諸元を契約満了まで適用することはできない

ものとします。 

ただし、みなし小売電気事業者が燃料費調整額

の算定諸元を変更した場合においては、電気料

金の単価についても改定することが考えられます

ので、その場合については、契約単価の変更に

ついて協議に応じます。 

 

回答５ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

回答４に記しているとおり、燃料費等調整額にお

いては、みなし小売電気事業者が定める基準以

外の基準によって電力量料金を変動させることが

できないものとします。 

 

 

回答６ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

入札書と入札内訳書は割印をする必要はありま

せん。 

また、これらの書類についてホチキス止めや袋とじ

をする必要はありません。公告文書に示している

内容にて入札書と入札内訳書を作成し、封筒等

に封入してください。 

 

回答７ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

電気料金の支払いに伴う振込手数料について、

本市の負担となることは了承しています。 

 

 

 

回答８ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

現在の各施設における電力供給会社は、すべて

の施設において中国電力株式会社です。 

 

回答９ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

契約内容に関する協議に応じることは可能です。

ただし、契約内容については様々な事項がありま

すので、協議の結果、本市において了承できない

事項もあることをご理解ください。 

 

回答１０ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

電力供給契約を締結する際、質問いただいている

記載事項を契約書に追記することは可能です。 
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質 疑 事 項 回      答 

➡ただし、使用者の承諾を受けた場合、若しく

は、信用保証協会又は中小企業信用保険法施

行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の４に規

定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する

場合はこの限りではない。 

 

質疑１１ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

第〇条（違約金・・） 

使用者の責に帰すべき事由により発生する違

約金についての記載がございませんので、下記

文言を参考に条項の追加をお願いできますでし

ょうか。 

『使用者の責に帰すべき事由により本契約が解

除された場合には、使用者は、当該日から契約

期間満了の日までに係る予定使用電力量に、

第●条に定める契約金額(電力量料金単価)を

乗じた額に、第●条に定める基本料金を加算し

た額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として

供給者の指定する期間内に支払わなければな

らない。』 

 

質疑１２ (質疑受領日：令和７年 11 月 19 日 ) 

第 18 条（その他） 

定めのない事項に付き協議を行う際に 

『供給者の電力需給約款参照の上』を追記お

願いできますか。 

 

 

質疑１３ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

落札結果の公表は総額のみで、単価公表はな

しという認識でよろしいですか。 

 

質疑１４ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

仮に当社が落札した場合，契約書 (案 )の内容

について落札後に協議いただくことは可能でし

ょうか。 

 

質疑１５ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

質疑への回答項目に、「燃料費等調整額に準

ずる電力量料金の変動をしない契約方法でも

問題ありません」とありますが、各社が独自に定

める燃料費等調整額（燃料費等調整を行わ

ず、燃料費等調整額を請求しない場合を含む）

による契約が可能な場合、本入札では燃料費

等調整額を含めない料金で落札者が決定され

るため、実際の燃料費等調整額を含めた請求

 

 

 

 

 

 

回答１１ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

電力供給契約を締結する際、質問いただいている

記載事項を契約書に追記することはできません

が、本市の責に帰すべき事由によって電力供給

者に損害が発生した場合は、損害賠償の協議に

応じ、本市から電力供給者に対して必要な賠償を 

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答１２ (回答掲載日：令和７年 11 月 20 日) 

電力供給契約を締結する際、質問いただいている

記載事項を契約書に追記するかどうかは、契約を

締結する電力供給者における電力需給約款の内

容を本市において精査・確認した後に判断しま

す。 

 

回答１３ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

よろしいです。 

 

 

回答１４ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

協議に応じることは可能です。 

 

 

 

回答１５ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

燃料費調整額については、様々な状況により変動

するものであるため、至近の実績により算定して

も、実際の供給期間における燃料費調整額とは

一致しないことが考えられます。 

入札公告の「５．入札書の作成方法－(６)燃料費

調整額等の取り扱い」に記していますとおり、燃料

費等調整額については、入札価格に含めないでく

ださい。 
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質 疑 事 項 回      答 

額では必ずしも落札者が最安とならないケース

が考えられます。 

落札者の決定にあたっては、例えば各社の至

近の燃料費等調整額の実績を参照する等、燃

料費等調整額制度の違いを考慮いただけます

でしょうか。 

 

質疑１６ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

契約書に以下の文言を追加させていただけま

すか。 

乙（供給者）は、この契約の締結後、乙の定め

る電気契約要綱・標準料金表に変更がある場

合、乙は甲（入札実施機関） へ通知のうえ、変

更後の電気契約要綱・標準料金表に基づき、

契約金額を変更することができる。 

 

質疑１７ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

市に届出済の入札参加資格を有する受任者が

入札する場合には、委任状の提出は不要と考

えてよろしいですか。その場合、入札書の代表

者氏名欄は、受任者名でよろしいですか。 

また、契約締結に際しては、別の代理人に再委

任することは可能ですか。再委任可能な場合、

委任状は必要ですか。提出期限があれば教え

てください。 

 

 

 

質疑１８ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

入札金額の積算に伴う端数処理について、以

下のとおりとしてよろしいですか。 

・基本料金および電力量料金の各単価には、

消費税を含むものとし、各月の基本料金および

電力量料金の各小計においては、小数点以下

第２位まで保持（小数点以下第３位を四捨五

入） する。 

・月別合計金額は、各月毎に基本料金と電力

量料金の合計金額を端数処理（単位を１円と

し、その端数は切捨て） する。 

認められない場合、入札金額の積算において

は、ご指示のとおりに行いますが、仮に弊社が

落札した場合には、弊社の規定（  上記のとお

り） で各月の電気料金を算定することになりま

すが、ご了承いただけますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答１６ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

電力供給契約を締結する際、質問いただいている

記載事項を契約書に追記することはできません

が、契約の締結後、供給者の定める電気契約要

綱・標準料金表に変更がある場合は、供給者から

の協議に応じ、契約金額の変更を検討します。 

 

 

 

回答１７ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

市に届出済の入札参加資格を有する受任者が入

札する場合には、委任状の提出は不要です。この

場合、入札書の代表者氏名欄は、受任者名とし

てください。 

契約締結に際しては、別の代理人に再委任するこ

とは可能です。その場合、委任状の提出を必要と

し、落札決定の通知後において、速やかに(５開庁

日程度以内 )提出してください。(契約を締結する

受任者について、書類の提出の事前に本市にお

知らせください。) 

 

回答１８ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

・入札公告の「５．入札書の作成方法－(５)入札価

格の積算方法と入札付属書の作成方法」に記載

の通り、基本料金および電力量料金の各単価に

は、消費税を含むものとし、この③に記載の通り、

月ごとの電力量料金分合計額について、１円未満

の端数がある場合は、１円未満の端数も含めて算

定してください。(この定めにおいて、貴社での端数

処理を適用してください。) 

・月額合計については、各月において基本料金と

電力量料金の合計金額とし、入札公告の「５．入

札書の作成方法－(５)入札価格の積算方法と入

札付属書の作成方法－④」に記載の通り、１円未

満の端数がある場合は、１円未満の端数を切り捨

てて算定してください。 
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質 疑 事 項 回      答 

 

質疑１９ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

提出する書類の日付は提出日でよろしいでしょ

うか。また、入札書の日付のご指定（例：開札

日）等はございますか。 

 

質疑２０ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

自家発補給電力の契約はありますか。 

 

 

質疑２１ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

契約期間中に増設工事等により、契約電力が

500kW 以上の協議制となる予定はございますで

しょうか。 

仮に、契約期間中に協議制となった場合には

契約単価の変更協議に応じていただけますでし

ょうか。 

 

質疑２２ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振

替となり、振込みの場合振込手数料はお客様

負担をお願いしておりますがご了承いただけま

すでしょうか。 

また、弊社では料金算定期間の翌月末日まで

を支払期日としております。ご了承いただけます

でしょうか。 

 

 

質疑２３ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

請求書発行について、弊社では毎月 7 営業日

頃の発送となっておりますが了承いただけます

でしょうか。 

 

 

質疑２４ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

送電開始日は計量日と同日でしょうか。相違し

ている場合、弊社と契約後の計量日は毎月 1

日となる可能性がございます。ご了承いただけ

ますでしょうか。 

 

質疑２５ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

電気料金の計算は需要場所単位に行います。

需要場所に会計主体の異なるテナント等があっ

ても、電気料金を分割して計算、ご請求すること

はできませんが、よろしいでしょうか。 

 

 

回答１９ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

提出する書類の日付は提出日でよろしいです。ま

た、入札書の日付の指定はありません。 

 

 

回答２０ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

本件においては、自家発補給電力の契約がある

施設は１施設もありません。 

 

回答２１ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

本件においては、本件の電力供給期間中におい

て、500kW 以上に契約電力を変更する予定の施

設はありません。 

仮に、契約期間中に協議制となった場合には、契

約単価の変更協議には応じます。 

 

 

回答２２ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

電気料金の支払いに伴う振込手数料について、

本市の負担となることは了承しています。 

また、本市においては、電気料金の支払い期限に

ついて、請求書受領後 30 日以内を基本としてい

ますので、料金算定期間の翌月末日までに支払

いを完了する必要がある場合は、料金算定月を

経過した後、速やかに供給者から本市に請求書

を送付いただき、支払いを行うようにいたします。 

 

回答２３ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

この場合、料金算定期間の翌月末日までの支払

期日には支払いがおおむね間に合うと思います

が、できるだけ本市へ早く請求書が到着するよう

努めてください。 

 

回答２４ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

送電開始日は令和８年４月１日です。また、計量

日は毎月 1 日で差し支えありません。 

 

 

 

回答２５ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

本件においては、１施設の電気料金を複数口に

分けて請求いただく必要はありません。 
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質 疑 事 項 回      答 

 

質疑２６ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額で

お支払いいただけるという認識でよろしいでしょ

うか。（１枚の請求書に対し複数から支払われ

るということはありませんでしょうか）複数からの

お支払が発生する場合、事前にお支払金額の

内訳を通知いただくことは可能でしょうか。 

 

質疑２７ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

仮に弊社が落札した場合、契約書の内容およ

び契約書に記載がない事柄について協議いた

だくことは可能でしょうか。契約書の内容を変更

することが難しい場合、協議内容について別途

覚書を締結することは可能でしょうか。 

 

質疑２８ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

入札書と内訳書につきまして、割印、ホッチキス

留めなど、指定はありますか。 

また、郵送提出の際、入札書、内訳書を封入し

た内封筒と、郵送用の外封筒での二重封筒で

提出する必要はありますでしょうか。 

 

質疑２９ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法

に基づき、燃料費調整額（電源調達調整単価）

を算出することは可能でしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑３０ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

弊社が契約に至った場合、入札時点の約款に

基づく燃料費等調整額の算定諸元を契約満了

まで適応させていただきますが、ご了承いただ

けますか。 

ご了承いただけない場合、旧一般電気事業者

が、契約期間中に燃料費等調整額の算定諸元

を変更した際には、旧一般電気事業者が新た

に設けた算定諸元を適応いたしますが、その際

に契約単価の見直し協議は可能でしょうか。" 

 

 

回答２６ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

本件においては、請求書通りの金額で電気料金

をお支払いします。 

 

 

 

 

 

回答２７ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

協議に応じることは可能です。 

また、契約書の内容を変更することが難しい場

合、協議内容について別途覚書を締結することに

ついては、その協議内容により判断します。 

 

 

回答２８ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

入札書と内訳書は割印をする必要はありません。 

封筒については、入札公告の「５．入札書の作成

方法－(７)入札書の封入方法」に記載の通り、入

札書、内訳書を封入した内封筒と、郵送用の外封

筒での二重封筒で提出してください。 

 

回答２９ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

電力供給契約書(案)の第 10 条第３項に記載の通

り、「みなし小売電気事業者が電気契約要綱及び

標準料金表により定める燃料費調整額、離島ユ

ニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額

で構成される燃料費等調整額に準じて電力量料

金を変動させることができるもの」としており、これ

以外の基準にて燃料費等調整額によって電力量

料金を変動させることができないものとするため、

各社独自の算定方法に基づき、燃料費調整額を

算出することはできません。 

 

回答３０ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

電力供給契約書(案)の第 10 条第３項に記載の通

り、「みなし小売電気事業者が電気契約要綱及び

標準料金表により定める燃料費調整額、離島ユ

ニバーサルサービス調整額及び市場価格調整額

で構成される燃料費等調整額に準じて電力量料

金を変動させることができるもの」としており、これ

以外の基準にて燃料費等調整額によって電力量

料金を変動させることができないものとします。 

旧一般電気事業者が、契約期間中に燃料費等調

整額の算定諸元を変更した際、旧一般電気事業
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質 疑 事 項 回      答 

 

 

 

質疑３１ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

燃料費調整額が発生しない（請求を行わない）

料金制度での応札、契約締結は可能ですか。 

 

 

質疑３２ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

落札業者は開札日に決定いたしますでしょう

か。開札日に確認ができない場合、何月何日ま

でに確認可能かご教示ください。 

 

 

 

質疑３３ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気

料金ご請求時には基本料金、電力量料金（燃

料費等調整額がある場合はそれを含む）は小

数点第２位まで保持し、再生可能エネルギー発

電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨

て、契約単価は税込みとさせていただきますが

よろしいでしょうか。 

 

質疑３４ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

落札後、またはご契約中に、一般送配電事業

者による託送料金や損失率の変更があった場

合には、それに伴い、ご契約の電気料金単価に

相当分を上乗せさせていただくことがございま

す。この上乗せ分はすべて一般送配電事業者

に支払われるものであり、当社の利益にはなり

ません。ご了承いただけますでしょうか。 

 

質疑３５ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

複数需要場所の合算請求書の発行は対応でき

かねますがご了承いただけますでしょうか。 

 

質疑３６ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

計量結果の報告および検査について、弊社で

は計量結果の報告を別途行うといった対応は

行っておりません。ご利用の内訳が記載されて

おります電気料金請求書及び請求確定後にマ

イページより確認できる請求データによりご確

認・ご対応いただけますでしょうか。また、検査

後の日付にて請求書の再発行は致しかねます

のでご了承願います。 

者が新たに設けた算定諸元を適応することによ

る、契約単価の見直し協議には応じます。 

 

回答３１ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

燃料費等調整額に準ずる電力量料金の変動をし

ない契約方法でも問題はありません。(回答１の通

りです。) 

 

回答３２ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

落札業者は開札日か、その翌開庁日には決定す

るようにします。 

なお、入札公告の「３．入札の日程等－開札日時

等」に記載の通り、落札決定後において、落札者

には本市から直接連絡します。 

 

回答３３ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

 

回答３４ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

落札後、または契約中に、一般送配電事業者に

よる託送料金や損失率の変更があった場合、契

約済の電気料金単価の変更について協議に応じ

ます。 

 

 

 

 

回答３５ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

本件では１施設のみを入札に付しているため、複

数需要場所に該当しません。 

 

回答３６ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

計量結果の報告および検査については、電気料

金請求書及び請求確定後にＷｅｂサービス等で対

応することについて了承します。 

検査後の日付での請求書の再発行の事項につい

ては了承しますが、本市においては電気料金の支

払い期限について、請求書受領後 30 日以内を基

本としていますので、請求日から支払い期限まで

の期間については、ゆとりを持つようにしてくださ
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質 疑 事 項 回      答 

 

 

質疑３７ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

落札者が決まらず２回目以降の入札が行われ

る場合は辞退させていただきたく考えておりま

す。その場合の初度入札書提出時に２回目入

札の辞退届の提出をあらかじめする必要はあり

ますでしょうか。辞退届が必要な場合の様式等

もご教示いただけますでしょうか。 

 

質疑３８ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

契約書の提出期限や、締結日の期限はござい

ますでしょうか。契約内容確定後、社内決裁・製

本・押印・発送等のお時間を頂戴することになる

ため、指定の日数がある場合そちらの日程での

提出ができかねる可能性がございます。その場

合、提出日の延長について協議いただくことは

可能でしょうか。 

 

質疑３９ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

発行される請求書につきまして「燃料費調整単

価」「市場価格調整単価」の項目は分かれず合

計値で「燃料費等調整額」と記載される形となり

ますが問題ございませんでしょうか。 

 

質疑４０ (質疑受領日：令和７年 12 月 1 日 ) 

市場連動、または市場連動を含むプランでの応

札は可能でしょうか。 

 

い。 

 

回答３７(回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

この場合、２回目以降における入札の辞退届につ

いては、提出する必要はありません。 

 

 

 

 

 

回答３８ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

契約書の提出期限や、締結日の期限はありませ

んが、落札決定からあまり経過しないよう努めてく

ださい。 

なお、契約書については、本市において書面を印

刷・製本し、公印を押印したうえで、落札者に送付

します。 

 

 

回答３９ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

その記載で問題ありません。 

 

 

 

 

回答４０ (回答掲載日：令和７年 12 月 2 日) 

市場連動、または市場連動を含むプランでの応札

はできません。 
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